
 

Ｑ３ 介護給付費明細書で、居宅サービス計画作成区分が「被保険者⾃⼰作成」 

■■■になっていた場合の対処⽅法                               

■介護給付費明細書を印刷したら、居宅サービス計画欄が“被保険者⾃⼰作成”になっていました。居宅介護⽀
援事業所を設定するにはどのように対処すればいいですか。 
 

■Ａｎｓｗｅｒ 
（１）メニュー【業務受付】→【利⽤者台帳】画⾯→【介護認定情報】画⾯で、「編集」ボタンをクリック後、該当認

定情報の    ボタンをクリックします。 
表示された【介護認定情報 編集】画⾯で、「居宅介護⽀援事業者⼜は介護予防⽀援事業者」の「名称」
をクリックし、該当の居宅介護⽀援事業所を選択後、[更新]ボタン→[登録]ボタンのクリックで登録してくだ
さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〜 次ページへ続く 〜 

「名称」をクリック。 

該当の居宅介護⽀援事業所をチェックし、
[選択]ボタンをクリック。 



 
（２）メニュー【サービス実績請求】→【サービス予定実績】画⾯で、[編集]ボタンをクリックし、そのまま[登録]ボタン

のクリックで登録します。 
登録後、[レセプト]ボタンをクリックし、表示された【介護給付費明細書】画⾯で、居宅介護⽀援事業所が
選択されていることを確認してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

該当の居宅介護⽀援事業所が選択されて
いることを確認。 

Point︕ 
サービス提供実績票が印刷できない場合は、上記とあわせて【介護認定情報】画⾯の届出年⽉⽇
が提供年⽉以前の⽇付になっているかご確認ください。 


